
（様式第１号） 

〇申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 
 

部  課  室  等  名  健康福祉部 生活福祉課 支援第一係～支援第七係 
 

許  認  可  等  名  生活保護の変更 

根 拠 法 令 生活保護法 

根 拠 条 項 第２４条第９項において準用する第２４条第１項 

連 絡 先 （電話 ６２１－ ５１８２～５１８９．５１９８．５１９９．５２３６～５２３９） 
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（根拠法令） 
生活保護法第２４条第９項 

第１項から第７項までの規定は、第７条に規定する者からの保護の
変更の申請について準用する。 

（基準法令）
生活保護法 
（申請保護の原則） 

第７条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の 
申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあ
るときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 
（基準及び程度の原則） 

第８条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の
需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのでき
ない不足分を補う程度において行うものとする。 

２ 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別
その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需
要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなけ
ればならない。 
（必要即応の原則） 

第９条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世
帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 
（世帯単位の原則） 

第１０条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものと 

 

参 考 事 項 生活保護手帳（中央法規出版） 

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更） 
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標準処理期間 

（設定しない
ものについて
はその理由） 

総日数 １４日・特別な事情がある場合は３０日（休日を含む） 

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更） 
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  する。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めること
ができる。 

  
・生活保護法による保護の基準（昭和３８年４月１日付厚生省告知第 

１５８号） 

  
保護の変更の決定にあたっては、次の基準により行う。 

・生活保護法による保護の実施要領について 
（昭和３６年４月１日付社発第１２３号厚生事務次官通知） 
・生活保護法による保護の実施要領について 
（昭和３８年４月１日付社発第２４６号厚生省社会局長通知） 
・生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて 

（昭和３８年４月１日付社保第３４号厚生省社会局保護課長通知） 
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